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事前評価個表

整理
番号

１

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 天塩川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
て し お が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する天塩川広域流域は、北海道の最北端に位置し、留萌市、
稚内市等を包括している。平均気温はおおむね7℃、年間降水量はおおむね1,10
0mmである。当該地域に含まれる宗谷地域は無立木地の面積割合(7％)が北海道
平均(3％)に比べ高くなっており、計画的な造林による無立木地、散生地の解消
を図ることが重要な課題となっている。
当事業は、寒冷な気候下にある本流域内の民間による造林が困難な奥地水源

地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の
か ん

関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行う
ことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林予定地の散生地において、国立研究開発法人

森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森林整
備のための費用負担及び寒害、雪害対策など造林者に対し事業実行に関する技
術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源
や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域の無立

か ん

木地、散生地の解消を目指し、森林整備を行う。
当該対象区域では、トドマツ2,400本/ha、アカエゾマツ2,400本/haの植栽予

定としている。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 ２００ha
（トドマツ40ha､アカエゾマツ100ha､広葉樹等区域60ha）

・事業対象都道府県：北海道
・総事業費： ５６０,７７０ 千円

費用対 効果分析 総便益（Ｂ） ８２５，８９８ 千円

総費用（Ｃ） ４２６，９８６ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．９３

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、本流域には無立木地が多い。このような状況の中、当該
地は、水源かん養保安林予定地の散生地を対象とするなど事業採択の
必須要件をすべて満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮の

か ん

ため早急に森林を造成する必要があることから、事業の必要性が認め
られる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.93と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 寒害、雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実
か ん

な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認め
られる。
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事前評価個表

整理
番号

２

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 石狩川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
い し か り が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する石狩川広域流域は、北海道の中央部に位置し、札幌市、
旭川市等を包括している。平均気温は6℃～9℃、年間降水量は1,100mm～1,200m
m程度である。本流域には、農業が盛んに行われている石狩平野が広がるほか、
下流部には札幌市を中心とした都市が広がっている。そのような中、森林の持
つ機能には、農業用水の確保や都市部の水道需要の増加を背景に水源涵養機能

か ん

への期待が高まっている。
当事業は、寒冷な気候下にある本流域内の民間による造林が困難な奥地水源

地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の
か ん

関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行う
ことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の散生地、粗悪林相地において、

国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約
を締結し、森林整備のための費用負担及び寒害、雪害対策など造林者に対し事
業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、
流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥

か ん

地水源地域で森林整備を行う。
当該対象区域では、カラマツ2,400本/ha、トドマツ2,400本/ha～3,000本/ha

の植栽予定としている。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を
目指す。

・主な事業内容：箇所数 ２件、事業対象区域面積 ７０ha
（カラマツ2ha､トドマツ47ha､広葉樹等区域21ha）

・事業対象都道府県：北海道
・総事業費： １９６，２６９ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ３２８，９６３ 千円

総費用（Ｃ） １４９，４４８ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．２０

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の散生地、
粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしてお
り、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必

か ん

要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.20と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 寒害、雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実
か ん

な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認め
られる。
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事前評価個表

整理
番号

３

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 網走・湧別川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
あ ば し り ゆ う べ つ が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する網走・湧別川広域流域は、北海道東部のオホーツク海
側に位置し、網走市、北見市等を包括している。平均気温は6℃、年間降水量は
800mm～900mm程度である。本流域では、たまねぎや小麦などの畑作農業や、ホ
タテなどの沿岸漁業が基幹産業となっており、森林は、農業用水の安定供給や
河川の水質保全などの公益的機能の高度発揮が期待されている。
当事業は、寒冷な気候下にある本流域内の民間による造林が困難な奥地水源

地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の
か ん

関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行う
ことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林予定地の散生地において、国立研究開発法人

森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森林整
備のための費用負担及び寒害、雪害対策など造林者に対し事業実行に関する技
術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源
や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林

か ん

整備を行う。
当該対象区域では、カラマツ2,400本/ha、トドマツ2,400本/haの植栽予定と

している。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 １４０ha
（カラマツ14ha､トドマツ84ha､広葉樹等区域42ha）

・事業対象都道府県：北海道
・総事業費： ３９２，５３８ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ５８７，８３３ 千円

総費用（Ｃ） ２９８，８９１ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．９７

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林予定地の散
生地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水
源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があ

か ん

ることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.97と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 寒害、雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実
か ん

な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認め
られる。
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事前評価個表

整理
番号

４

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 十勝・釧路川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
と か ち く し ろ が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する十勝・釧路川広域流域は、北海道東部の太平洋側に位
置しており、釧路市、根室市等を包括している。平均気温は７℃、年間降水量
は1,100mm程度となっている。本流域では、酪農業及び漁業等が基幹産業となっ
ており、これらの産業と森林の関わりは深く、森林に期待される効果も多岐に
わたっている。これらのことから、地域住民の協力を得ながら、豊かな森林づ
くりを計画的に進めていくことが重要となっている。
当事業は、寒冷な気候下にある本流域内の民間による造林が困難な奥地水源

地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の
か ん

関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行う
ことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林予定地の散生地において、国立研究開発法人

森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森林整
備のための費用負担及び寒害、雪害対策など造林者に対し事業実行に関する技
術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源
や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林

か ん

整備を行う。
当該対象区域では、カラマツ2,400本/haの植栽予定としている。なお、ナラ

類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 １４ha
（カラマツ10ha､広葉樹等区域4ha）

・事業対象都道府県：北海道
・総事業費： ３９，２５１ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ７３，７５６ 千円

総費用（Ｃ） ２９，８８８ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．４７

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林予定地の散
生地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水
源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があ

か ん

ることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.47と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 寒害、雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実
か ん

な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認め
られる。
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事前評価個表

整理
番号

５

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 沙流川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
さ る が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する沙流川広域流域は、北海道の中央南部に位置しており
苫小牧市一円、沙流郡他6郡一円及び勇払郡の一部を包括している。平均気温は
7℃、年間降水量は1,250mm～1,400mm程度である。本流域では、農業、水産業、
工業、港湾・運輸など様々な産業が展開されており、これらの産業においては、
水の安定供給が課題となっている。
当事業は、寒冷な気候下にある本流域内の民間による造林が困難な奥地水源

地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の
か ん

関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行う
ことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林の散生地において、国立研究開発法人森林総

合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森林整備のた
めの費用負担及び寒害、雪害対策など造林者に対し事業実行に関する技術指導
を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源や簡易
水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を

か ん

行う。
当該対象地域では、トドマツ2,400本/haの植栽予定としている。なお、ナラ

類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 ５ha
（トドマツ3.5ha､広葉樹等区域1.5ha）

・事業対象都道府県：北海道
・総事業費： １４，０２０ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２６，５６３ 千円

総費用（Ｃ） １０，６７６ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．４９

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林の散生地を
対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水源涵養

か ん

など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があること
から、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.49と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 寒害、雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実
か ん

な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認め
られる。
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事前評価個表

整理
番号

６

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 岩木川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
い わ き が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する岩木川広域流域は、青森県中部及び西部を包括してい
る。平均気温は10℃前後、年間降水量は1,000mm～1,600mm程度となっている。
春から夏にかけて偏東風（ヤマセ）の影響による低温、日照不足のための被害
を受けやすい。また、冬期は寒冷で積雪量も多くなっている。本流域は、木材
等の林産物の供給、水源の涵養、山地災害防止等の発揮を通じて生活と深く結

か ん

びついてきたなか、森林の持つ多面的機能への期待が高まっている。
当事業は、全般に積雪が多く地質的にも脆弱な山地が多い本流域内の民間に

よる造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法
か ん

人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ
計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林予定地の無立木地において、国立研究開発法

人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森林
整備のための費用負担及び雪害対策など造林者に対し事業実行に関する技術指
導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源や簡
易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備

か ん

を行う。
当該対象地域では、スギ2,400本/haの植栽予定としている。なお、ナラ類な

どの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 ２件、事業対象区域面積 ２７ha
（スギ19ha､広葉樹等区域8ha）

・事業対象都道府県：青森県
・総事業費： ９８，８３０ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） １４３，２９２ 千円

総費用（Ｃ） ７７，９６７ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．８４

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林予定地の無
立木地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、
水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要が

か ん

あることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.84と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。
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事前評価個表

整理
番号

７

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 馬淵川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
ま べ ち が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する馬淵川広域流域は、青森県東部及び岩手県内陸北部を
包括している。平均気温は10℃前後、年間降水量は1,000mm～1,500mm程度とな
っている。十和田・八甲田の火山噴出物による軽石などで構成されている脆弱
な丘陵地や大地が多く、降雨等の土砂の流出・崩壊を受けやすい地域となって
いる（近年では平成12、14、16、23年と数年に一度という割合で大規模な洪水
被害が発生）。よって、山地災害防止のための森林の整備・保全の推進が求めら
れている地域となっている。
当事業は、積雪は比較的少ないものの気候が冷涼な本流域内の民間による造

林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林
か ん

総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的
に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地において、国立研究

開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、
森林整備のための費用負担及び寒害対策など造林者に対し事業実行に関する技
術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源
や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林

か ん

整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,400本/ha、カラマツ3,000本/haの植栽予定として

いる。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 ７件、事業対象区域面積 ４６ha
（スギ24ha､カラマツ8ha､広葉樹等区域14ha）

・事業対象都道府県：青森県
・総事業費： １６８，３６４ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２０９，８２４ 千円

総費用（Ｃ） １３２，８２９ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．５８

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、本流域は山地災害が生じやすい。このような状況の中、
当該地は、水源かん養保安林等の無立木地を対象とするなど事業採択
の必須要件をすべて満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮

か ん

のため早急に森林を造成する必要があることから、事業の必要性が認
められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.58と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 寒害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。
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事前評価個表

整理
番号

８

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 閉伊川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
へ い が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する閉伊川広域流域は、岩手県北東部を包括している。平
均気温は11℃前後、年間降水量は1,400mm程度である。春先に北上する低気圧に
伴う湿雪は、造林木に多くの被害を及ぼすことがある。本流域は、平成23年3月
11日に発生した東日本大震災により多くの尊い命や財産、社会資本が奪われた
地域である。森林・林業関係においても、合板工場をはじめとする木材加工施
設・流通施設、大規模な林野火災等の甚大な被害が発生したところである。現
在、復興対策を効果的・効率的に進めることとしており、水道施設の上流域に
位置する当該対象地においても、事業の実施を通じ地域の再生に寄与する予定
である。
当事業は、気候が冷涼な本流域内の民間による造林が困難な奥地水源地域に

おいて水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の関係者
か ん

が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行うことを
目的としている。
具体的には、水源かん養保安林予定地の無立木地において、国立研究開発法

人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森林
整備のための費用負担及び雪害、寒害対策など造林者に対し事業実行に関する
技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水
源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源林地域で

か ん

森林整備を行う。また、これを通じて地域の雇用創出に貢献する。
当該対象地域では、スギ2,500本/ha、カラマツ2,200本/haの植栽予定として

いる。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 １００ha
（スギ20ha､カラマツ50ha､広葉樹等区域30ha）

・事業対象都道府県：岩手県
・総事業費： ４１０，２７７ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ４０５，１８０ 千円

総費用（Ｃ） ３２３，６６０ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．２５

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、東日本大震災で大きな被害が発生した。このような状況
の中、当該地は、水源かん養保安林予定地の無立木地を対象とするな
ど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水源涵養など水土保全

か ん

機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があることから、事業の
必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.25と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害、寒害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実
か ん

な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認め
られる。
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事前評価個表

整理
番号

９

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 北上川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
き た か み が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する北上川広域流域は、岩手県の中央部及び南西部、宮城
県の北部を包括している。平均気温は10℃前後で、年間降水量は1,200mm～1,30
0mm程度であるが、西部の奥羽山脈寄りでは2,000mmを超える。また、奥羽山脈
地域は、冬季に季節風の影響を強く受け積雪量が特に多い。本流域は、栗駒ダ
ム、花山ダム、鳴子ダム、漆沢ダムなどを擁し、森林には、大崎平野等の穀倉
地帯を潤す水源地帯としての役割が求められている。このため、森林の有する
機能のうち、水源涵養機能や山地災害防止機能等に配慮した森林の整備が必要

か ん

となっている。
当事業は、気候が冷涼な本流域内の民間による造林が困難な奥地水源地域に

おいて水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の関係者
か ん

が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行うことを
目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

悪林相地において、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造
林者と分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び雪害、寒害対策
など造林者に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するもので
ある。本流域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発

か ん

揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,500本/ha～2,700本/ha、ヒノキ2,700本/ha、カラ

マツ2,200本/haの植栽予定としている。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、
針広混交林を目指す。また、シカ被害が見込まれる地域においては、シカ害防
除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 １３件、事業対象区域面積 １３４ha
（スギ49ha､ヒノキ25ha､カラマツ19ha､広葉樹等区域41ha）

・事業対象都道府県：岩手県、宮城県
・総事業費： ５４９，７７９ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ６４９，７９２ 千円

総費用（Ｃ） ４３３，７１３ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．５０

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等のうち無
立木地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件を
すべて満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に

か ん

森林を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.50と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害、寒害及びシカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全
か ん

機能の着実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有
効性が認められる。
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事前評価個表

整理
番号

10

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 米代・雄物川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
よ ね し ろ お も の が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する米代・雄物川広域流域は、秋田県一円を包括している。
平均気温は11℃前後、年間降水量は1,500mm～2,500mm程度となっている。本流
域は、歴史ある林業地域であると共に世界自然遺産の白神山地や十和田八幡平
国立公園など観光資源にも恵まれた地域である。このような中、豊かな「水と
緑」を創造しながら次の世代に引き継いでいくこととし、森林の重視すべき機
能に応じた適切な森林の整備及び保全が必要となっている。
当事業は、全般に積雪が多く地質的にも脆弱な山地が多い本流域内の民間に

よる造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法
か ん

人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ
計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林予定地の無立木地、散生地、粗悪林相地にお

いて、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造
林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び雪害対策など造林者に対し事
業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、
流域内のダム水源等の水源涵養機能や水土保全機能等の発揮が図れるよう、奥

か ん

地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,500本/haの植栽予定としている。なお、ナラ類な

どの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 ３件、事業対象区域面積 ５４ha
（スギ38ha､広葉樹等区域16ha）

・事業対象都道府県：秋田県
・総事業費： １９９，８２８ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２７０，２８４ 千円

総費用（Ｃ） １５７，６３８ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．７１

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林予定地の無
立木地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件を
すべて満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に

か ん

森林を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.71と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。

10



事前評価個表

整理
番号

11

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 最上川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
も が み が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する最上川広域流域は、山形県一円を包括している。平均
気温は9℃～12℃、年間降水量は1,200mm～2,900mm程度と地域による差が大きい。
本流域の森林は、民有林の45％はナラ類を中心とする里山広葉樹林となってい
る。しかし、平成元年に山形県庄内地方で発生したナラ枯れ被害は、平成21年
には当該広域流域全域に拡大し、大きな環境問題となっている。このような中、
水源涵養機能や山地災害防止機能等の森林の公益的機能を十分に発揮させる取

か ん

組が重要となっている。
当事業は、全般に積雪が多く地質的にも脆弱な山地が多い本流域内の民間に

よる造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法
か ん

人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ
計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林予定地の散生地において、国立研究開発法人

森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森林整
備のための費用負担及び雪害対策など造林者に対し事業実行に関する技術指導
を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源や簡易
水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を

か ん

行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/haの植栽予定としている。なお、広葉樹な

どの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 １２ha
（スギ8ha､広葉樹等区域4ha）

・事業対象都道府県：山形県
・総事業費： ４４，４０６ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ６６，２８４ 千円

総費用（Ｃ） ３５，０２８ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．８９

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、ナラ枯れ被害が広がっている。このような状況の中、当
該地は、水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等
を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水源涵

か ん

養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があるこ
とから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.89と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、広葉樹などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。

11



事前評価個表

整理
番号

12

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 阿武隈川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
あ ぶ く ま が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する阿武隈川広域流域は、宮城県南部及び福島県東部を包
括している。平均気温は10℃～14℃、年間降水量は1,200mm～1,600mm程度とな
っている。本流域には、七ヶ宿ダム、釜房ダム、大倉ダムなどを擁し、森林に
は、仙台都市圏の水がめとしての役割が求められている。このため、良好な水
資源の維持・確保に向け、水源涵養機能や山地災害防止機能等に配慮した森林

か ん

の整備が必要となっている。
当事業は、積雪は比較的少ないものの気候が冷涼な本流域内の民間による造

林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林
か ん

総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的
に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の粗悪林相地において、国立研

究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結
し、森林整備のための費用負担及び寒害対策など造林者に対し事業実行に関す
る技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム
水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で

か ん

森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 ２件、事業対象区域面積 ８ha
（スギ3ha､ヒノキ2ha､広葉樹等区域3ha）

・事業対象都道府県：福島県
・総事業費： ３２，８２１ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ３４，５６８ 千円

総費用（Ｃ） ２５，８９４ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．３３

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の粗悪林
相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水
源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があ

か ん

ることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.33と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 寒害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。

12



事前評価個表

整理
番号

13

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 阿賀野川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
あ が の が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する阿賀野川広域流域は、福島県会津地方及び新潟県北東
部を包括している。平均気温は9℃～14℃、年間降水量は1,200mm～2,600mm程度
と地域による差が大きい。本流域は、平成23年7月に発生した「新潟・福島豪雨」
により大きな被害が発生した地域であり、水土保全機能等の森林の公益的機能
の維持・増進のための森林整備が求められている。
当事業は、全般に積雪が多く地質的にも脆弱な山地が多い本流域内の民間に

よる造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法
か ん

人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ
計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の粗悪林相地において、国立研

究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結
し、森林整備のための費用負担及び雪害対策など造林者に対し事業実行に関す
る技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム
水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で

か ん

森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,500本/haの植栽予定としている。なお、ナラ類な

どの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 ２件、事業対象区域面積 ３５ha
（スギ25ha､広葉樹等区域10ha）

・事業対象都道府県：新潟県
・総事業費： １３６，５６２ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） １８７，７９０ 千円

総費用（Ｃ） １０７，７３１ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．７４

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の粗悪林
相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水
源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があ

か ん

ることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.74と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。

13



事前評価個表

整理
番号

14

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 信濃川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
し な の が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する信濃川広域流域は、新潟県中央部、西部及び長野県北
部、西部を包括している。年平均気温は10℃～13℃、年間降水量は800mm～3,00
0mmと地域による差が大きい。地質は、脆弱な岩石群で、国内でも有数の地すべ
り多発地帯となっている。平成23年3月に発生した長野県北部地震により多くの
土砂災害が発生した地域である。本流域の森林は、長野県において「災害に強
い森林づくり指針」を策定するなど、土砂災害防止機能等の公益的機能の発揮
が求められている。
当事業は、全般に積雪量が多く、地質的にも脆弱な山地が多い本流域内の民

間による造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開
か ん

発法人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速
かつ計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と
分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び雪害対策など造林者に
対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域
では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよ

か ん

う、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,500本/ha、カラマツ3,000本/haの植栽予定として

いる。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シ
カ被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ４件、事業対象区域面積 ６６ha
（スギ27ha､カラマツ20ha､広葉樹等区域19ha）

・事業対象都道府県：新潟県、長野県
・総事業費： ２７１，０２９ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ３１１，１３１ 千円

総費用（Ｃ） ２１３，８０９ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．４６

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、国内有数の地すべり多発地帯である。このような状況の
中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木地、散生地、粗悪林相地
を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水源涵

か ん

養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があるこ
とから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.46と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害、シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着
か ん

実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認
められる。
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事前評価個表

整理
番号

15

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 相模川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
さ が み が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する相模川広域流域は、神奈川県一円及び山梨県東部を包
括している。平均気温は13℃～16℃、年間降水量は1,500mm～2,000mm程度であ
るが、丹沢山地で2,500mm、箱根山地で3,600mmとなっている。本流域には、相
模川、多摩川流域の源流部があり、東京都や神奈川県の水源として重要となっ
ている。近年、野生鳥獣による森林被害は深刻化しており、中でもニホンジカ
による食害は標高の高い地域にまで拡大するなど、被害区域面積、被害額とも
に増加傾向にある。このため、シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ること
が重要となっている。
当事業は、気候が温暖で下流に人口の集中した都市が形成されている本流域

内の民間による造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立
か ん

研究開発法人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、
急速かつ計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と
分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林
者に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本
流域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れ

か ん

るよう、奥地水源地域での森林整備を行う。
当該対象地域では、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としている。なお、ナラ類

などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ被害が発生してい
る地域であり、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 ６ha
（ヒノキ4ha、広葉樹等区域2ha）

・事業対象都道府県：山梨県
・総事業費： ２８，４７９千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２９，１５０ 千円

総費用（Ｃ） ２２，４６８ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．３０

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.30と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。

15



事前評価個表

整理
番号

16

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 富士川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
ふ じ か わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する富士川広域流域は、山梨県中部、西部及び静岡県東部
を包括している。年平均気温は11℃～16℃、年間降水量は1,100mm～2,300mm程
度であるが、静岡市山岳部で3,000mmとなっている。本流域は、静岡県の水源と
して重要となっている。本流域の森林は、ニホンジカ、ツキノワグマ等による
被害が増加傾向にある。このため、シカ害防除等を図りつつ計画的な造林を図
ることが重要となっている。
当事業は、気候が温暖で下流に人口の集中した都市が形成されている本流域

内の民間による造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立
か ん

研究開発法人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、
急速かつ計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と
分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林
者に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本
流域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れ

か ん

るよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としている。なお、ナラ類

などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ被害が発生してい
る地域であり、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ７件、事業対象区域面積 ３３ha
（ヒノキ23ha､広葉樹等区域10ha）

・事業対象都道府県：山梨県、静岡県
・総事業費： １５３，６２５千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２２５，４２３ 千円

総費用（Ｃ） １２１，１９１ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．８６

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.86と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。

16



事前評価個表

整理
番号

17

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 天竜川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
て ん り ゆ う が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する天竜川広域流域は、長野県中南部及び静岡県西部を包
括している。年平均気温は9℃～16℃、年間降水量は1,300mm～3,200mmと地域に
よる差が大きい。天竜川の下流域は、古くから上流部の豊富な森林資源を利用
した木材関連産業が発達し、素材から加工製品に至る供給基地としての役割を
担っている。本流域の森林は、ニホンジカ、ツキノワグマ等による被害が多く、
特にシカについては、極めて大きな被害が発生している地域である。このため、
シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、気候が温暖で下流に人口の集中した都市が形成されている本流域

内の民間による造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立
か ん

研究開発法人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、
急速かつ計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の粗悪林相地において、国立研

究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結
し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者に対し事業実行に
関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内の
ダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地

か ん

域で森林整備を行う。
当該対象地域では、ヒノキ3,000本/ha、カラマツ3,000本/haの植栽予定とし

ている。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、
シカ被害が発生している地域であり、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ３件、事業対象区域面積 ３６ha
（ヒノキ14ha､カラマツ11ha､広葉樹等区域11ha）

・事業対象都道府県：長野県
・総事業費： １５７，８４４千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２４９，７８７ 千円

総費用（Ｃ） １２４，５１８ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．０１

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の粗悪林
相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水
源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があ

か ん

ることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.01と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

18

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 神通・庄川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
じ ん づ う し よ う が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する神通・庄川広域流域は、富山県一円及び岐阜県北部を
包括している。平均気温は8℃～14℃、年間降水量は1,800mm～2,600mm程度であ
る。本流域には、世界文化遺産に登録された白川郷等屈指の観光資源を有して
いるほか、富山県の森林は植生自然度本州一と評価されるなど貴重な自然環境
を残している。しかし、近年ではカシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害が
拡大し、森林景観が大きく損なわれる等の影響が出ており、被害跡地の復旧が
新たな課題となっている。
当事業は、全般に積雪が多く地質的にも脆弱な山地が多い本流域内の民間に

よる造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法
か ん

人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ
計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と
分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び雪害対策など造林者に
対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域
では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよ

か ん

う、ナラ枯れ被害地を含む奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,400本/ha～3,000本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽

予定としている。なお、広葉樹などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。
また、シカ害が発生している地域であり、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ８件、事業対象区域面積 １１２ha
（スギ71ha、ヒノキ8ha､広葉樹等区域33ha）

・事業対象都道府県：富山県、岐阜県
・総事業費： ４７５，８５３ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ６９７，３４６ 千円

総費用（Ｃ） ３７５，３８５ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．８６

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、ナラ枯れ被害が拡大している。このような状況の中、当
該地は、水源かん養保安林等のうちナラ枯れ被害地等の無立木地、散
生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満た
しており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成

か ん

する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.86と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、広葉樹などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。

18



事前評価個表

整理
番号

19

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 九頭竜川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
く ず り ゆ う が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する九頭竜川広域流域は、石川県一円及び福井県北部を包
括している。平均気温は14℃前後、年間降水量は2,000mm～2,600mmとなってい
る。本流域には、平成16年7月18日に起きた福井豪雨により9箇所で堤防が決壊
するなど、甚大な被害が発生した地域が含まれている。災害後の調査によって
適正に管理された森林の持つ災害防止機能が再認識されるなど、災害に強い森
づくりを強く求められている状況である。
当事業は、全般に積雪が多い本流域内の民間による造林が困難な奥地水源地

域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の関
か ん

係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行うこ
とを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林予定地の粗悪林相地において、国立研究開発

法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森
林整備のための費用負担及び雪害対策など造林者に対し事業実行に関する技術
指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源や
簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機能等の発揮が図れるよう、奥

か ん

地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,500本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 ４件、事業対象区域面積 ３０ha
（スギ17ha、ヒノキ4ha､広葉樹等区域9ha）

・事業対象都道府県：石川県、福井県
・総事業費： １２４，８１１ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） １６３，３６８ 千円

総費用（Ｃ） ９８，４６４ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．６６

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林予定地の粗
悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしてお
り、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必

か ん

要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.66と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 雪害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。
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事前評価個表

整理
番号

20

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 木曽川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
き そ が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する木曽川広域流域は、長野県西部、岐阜県南部及び愛知
県一円を包括している。平均気温は10℃～16℃、年間降水量は1,800mm～2,500m
mとなっている。本流域には、水量豊かな水系である木曽三川（木曽川、長良川、
揖斐川）が流れている。当該対象地の存在する岐阜県では、平成22年に「全国
豊かな海づくり大会」を初めて海無し県で開催し、「豊かな海は、豊かな森と河
川がはぐくんでいる」ことや森林がはぐくむ清流を森・川・海が一体となって
保全することの大切さを全国に発信したところである。しかし、近年ではカシ
ノナガキクイムシによるナラ枯れ被害が拡大し、森林景観が大きく損なわれる
等の影響が出始めており、被害跡地の復旧が課題となっている。
当事業は、気候が温暖で下流に人口の集中した都市が形成されている本流域

内の民間による造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立
か ん

研究開発法人森林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、
急速かつ計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の粗悪林相地において、国立研

究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結
し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者に対し事業実行に
関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内の
ダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、ナラ枯れ被

か ん

害地を含む奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha～3,000本/ha、ヒノキ2,700本/ha～3,000

本/haの植栽予定としている。なお、広葉樹などの前生樹等を活かし、針広混交
林を目指す。また、シカ被害が発生している地域であり、シカ害防除を適切に
図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ５件、事業対象区域面積 １１３ha
（スギ61ha、ヒノキ19ha､広葉樹等区域33ha）

・事業対象都道府県：岐阜県、愛知県
・総事業費： ４９５，４４５ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ７９６，３１８ 千円

総費用（Ｃ） ３９０，８４２ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．０４

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、ナラ枯れ被害が拡大している。このような状況の中、当
該地は、水源かん養保安林等のうちナラ枯れ被害地等の粗悪林相地を
対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水源涵養

か ん

など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があること
から、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.04と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、広葉樹などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

21

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 由良川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
ゆ ら が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する由良川広域流域は、福井県西部及び京都府中部、北部
を包括している。平均気温は15℃前後、年間降水量は1,900mm程度となっている。
本流域では、シカによる被害地の拡大が大きな問題となっている。このため、
シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造

林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林
か ん

総合研究所と地域の関係者が分収造林契約と地域の関係者が分収造林契約の当
事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林のうち、松くい虫被害の発生により粗悪林相

地となった箇所において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及
び造林者と分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び干害対策な
ど造林者に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものであ
る。本流域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮

か ん

が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。本流域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮
か ん

が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。なお、ナラ類などの前生樹等
を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ被害が発生している地域であり、
シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 １１ha
（スギ3ha、ヒノキ4ha､広葉樹等区域4ha）

・事業対象都道府県：京都府
・総事業費： ４６，０１５ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ５６，９７５ 千円

総費用（Ｃ） ３６，３０４ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．５７

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林のうち松く
い虫被害地の粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.57と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害、シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着
か ん

実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認
められる。
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事前評価個表

整理
番号

22

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 淀川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
よ ど が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する淀川広域流域は、三重県西北部、滋賀県一円、京都府
南部、大阪府一円及び奈良県北部を包括している。年平均気温はおおむね12℃
～16℃、年間降水量はおおむね1,200mm～2,000mmとなっている。主にスギ磨き
丸太を生産する林業地帯である北山林業（京都市北部）など、有数の木材生産
地域となっている。また、史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や
歴史的風致を構成している森林が多いことも本広域流域の特徴となっているが、
松くい虫やナラ枯れによる被害が発生しており、大きな問題となっている。
当事業は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造

林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林
か ん

総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的
に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林のうち、松くい虫被害の発生により粗悪林相

地となった箇所において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及
び造林者と分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び干害対策な
ど造林者に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものであ
る。本流域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮

か ん

が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、広葉樹などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が発生している地域であり、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 ５０ha
（スギ10ha、ヒノキ25ha､広葉樹等区域15ha）

・事業対象都道府県：京都府
・総事業費： ２０９，１６４ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２５５，２１１ 千円

総費用（Ｃ） １６５，００７ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．５５

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、松くい虫やナラ枯れ被害が発生している。このような状
況の中、当該地は、水源かん養保安林のうち松くい虫被害地の粗悪林
相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水
源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があ

か ん

ることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.55と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、広葉樹などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害、シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着
か ん

実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認
められる。
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事前評価個表

整理
番号

23

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 宮川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
み や が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する宮川広域流域は、三重県東部を包括している。平均気
温は15℃、年間降水量は1,600mm～3,000mm程度と地域による差が大きい。本流
域には、我が国有数の国産材製材産地かつ木材・木製品製造業の集積地である
松阪市が含まれ、同市には木質バイオマス発電所の建設も進められるなど積極
的な取組が行われている地域である。しかし、宮川の最上流地域は国内屈指の
多雨地帯であり、幾度も豪雨による山崩れが発生し甚大な被害を受けてきたた
め、山地災害防止機能等を高度に発揮させる災害に強い森林づくりが必要とな
っている。一方で、シカ等による被害が増加しており、本事業の実行に当たっ
ては、シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、全般に地形が急峻で温暖多雨な本流域内の民間による造林が困難

な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究
か ん

所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の
造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地等において、国立研

究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結
し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者に対し事業実行に
関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域では、流域内の
ダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地

か ん

域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ3,000本/ha、ヒノキ3,500本/haの植栽予定としてい

る。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が発生している地域であり、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ５件、事業対象区域面積 ４６ha
（スギ15ha、ヒノキ17ha､広葉樹等区域14ha）

・事業対象都道府県：三重県
・総事業費： １９４，２８８ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２５７，０２４ 千円

総費用（Ｃ） １５３，２６６ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．６８

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水源
涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要がある
か ん

ことから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.68と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

24

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 熊野川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
く ま の が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する熊野川広域流域は、三重県南部、奈良県南部及び和歌
山県東部を包括している。平均気温は16℃前後、年間降水量は3,200mm程度とな
っている。本流域は、急峻な山地地帯を形成しているほか、大台ヶ原に象徴さ
れるように全国屈指の多雨地帯となっている。また、古くから林業も盛んで、
尾鷲市を発祥とする「尾鷲林業」などが有名である。本流域は平成23年の台風2
3号や平成25年9月の豪雨により大規模な被害が発生した地域であり、木材生産
機能のみならず水土保全機能等の森林の持つ公益的機能に対し高度の発揮が求
められている。
当事業は、全般に地形が急峻で温暖多雨な本流域内の民間による造林が困難

な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究
か ん

所と地域の関係者が分収造林契約と地域の関係者が分収造林契約の当事者とな
って、急速かつ計画的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者
に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流
域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れる

か ん

よう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha～3,000本/ha、ヒノキ2,700本/ha～3,500

本/haの植栽予定としている。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交
林を目指す。また、シカ被害が発生している地域であり、シカ害防除を適切に
図っていく。

・主な事業内容：箇所数 １２件、事業対象区域面積 １１３ha
（スギ42ha、ヒノキ37ha､広葉樹等区域34ha）

・事業対象都道府県：三重県、奈良県、和歌山県
・総事業費： ４７４，８０５ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ８１７，０４５ 千円

総費用（Ｃ） ３７４，５６１ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．１８

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.18と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

25

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 高梁・吉井川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
た か は し よ し い が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する高梁・吉井川広域流域は、岡山県一円及び高梁川上流
の広島県の一部を包括している。平均気温は11℃～16℃、年間降水量は1,000mm
～2,000mmとなっている。本流域では、松くい虫の被害が依然として広範囲で発
生している。また、土砂災害についても近年では、平成24年8月豪雨により岡山
県下全域で多数の災害が発生したほか、平成25年9月にも豪雨により大きな被害
が出るなど、ここ数年は増加傾向にある。これらのことから、水源の涵養､地球

か ん

温暖化防止などの森林の持つ公益的機能を高める森づくりが求められている。
当事業は、一般的には降水量が少ないものの、近年の山地災害の状況を踏ま

え、脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造林が困難な奥地水源地域
において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の関係

か ん

者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行うこと
を目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と
分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び干害対策など造林者に
対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域
では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機能

か ん

等の発揮が図れるよう、松くい虫被害地を含む奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/ha～3,000本/haの植栽

予定としている。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。
また、シカ被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ６件、事業対象区域面積 ５９ha
（スギ1ha、ヒノキ40ha､広葉樹等区域18ha）

・事業対象都道府県：岡山県、広島県
・総事業費： ２２８，３１０ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２８７，３１１ 千円

総費用（Ｃ） １８０，１１１ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．６０

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、松くい虫被害が依然として発生している。このような状
況の中、当該地は、水源かん養保安林等のうち松くい虫被害地等の無
立木地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件を
すべて満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に

か ん

森林を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.60と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害、シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着
か ん

実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認
められる。
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事前評価個表

整理
番号

26

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 円山・千代川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
ま る や ま せ ん だ い が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する円山・千代川広域流域は、兵庫県北部及び鳥取県一円
を包括している。平均気温は11℃～15℃、年間降水量は1,800mm～3,000mmと地
域による差が大きい。本流域は、慶長杉に代表されるように八頭郡で古くから
スギが造林され、智頭林業、若桜林業として全国に知られ、良質のスギ材を生
産している地域である。一方、大山地域を中心として、マツの良林が多く、大
山アカマツとして、良質のマツ材を生産してきたが、近年は、松くい虫の被害
により、生産量が減少している。また、ナラ枯れ被害が拡大するなど、機能が
低下した森林が増加してきており、森林の適切な整理、保全が求められている。
当事業は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造

林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林
か ん

総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的
に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び干害対策など造林者に対
し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域で
は、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、

か ん

松くい虫被害地を含む奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、広葉樹などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ７件、事業対象区域面積 １１９ha
（スギ38ha、ヒノキ45ha､広葉樹等区域36ha）

・事業対象都道府県：兵庫県、鳥取県
・総事業費： ４３０，８４３ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ６８４，６７７ 千円

総費用（Ｃ） ３３９，８９６ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．０１

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、依然として松くい虫被害が拡がっている。このような状
況の中、当該地は、水源かん養保安林等のうち松くい虫被害地等の無
立木地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件を
すべて満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に

か ん

森林を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.01と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、広葉樹などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害、シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着
か ん

実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認
められる。
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事前評価個表
整理
番号

27

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 江の川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
ご う か わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する江の川広域流域は、島根県東部及び中央部並びに江の
川上流の広島県の一部を包括している。平均気温は12℃～15℃、年間降水量は1,
600mm～2,300mm程度である。特に梅雨末期の前線の移動に伴い、集中豪雨を受
けることが多い。平成22年7月16日に発生した「庄原ゲリラ豪雨」により、広島
県庄原市で土石流・洪水氾濫が発生するなど大きな被害のあった地域である。
また、松くい虫被害は、平成23年度に過去最高の被害量となった。ナラ枯れ被
害は、島根県西部で発生していたものが流域全域にまで拡大してきている状況
となっている。被害地の復旧等により森林の公益的機能の発揮が必要とされて
いる。
当事業は、一般的には降水量が少ないものの、近年の山地災害の状況を踏ま

え、脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造林が困難な奥地水源地域
において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所と地域の関係

か ん

者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行うこと
を目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が、造林地所有者及び造林者と
分収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び干害対策など造林者に
対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域
では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよ

か ん

う、松くい虫被害地を含む奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,500本/ha～2,700本/ha、ヒノキ2,500本/ha～2,700

本/haの植栽予定としている。なお、広葉樹などの前生樹等を活かし、針広混交
林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 ２０件、事業対象区域面積 ３０５ha
(スギ32ha、ヒノキ182ha、広葉樹等区域91ha)

・事業対象都道府県：島根県、広島県
・総事業費： １，０７６，５９６ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） １，７８３，５０８ 千円

総費用（Ｃ） ８４９，２９４ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．１０

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等のうち松
くい虫被害地等の無立木地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事
業採択の必須要件をすべて満たしており、水源涵養など水土保全機能

か ん

の発揮のため早急に森林を造成する必要があることから、事業の必要
性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.10と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、広葉樹などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。
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事前評価個表

整理
番号

28

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 芦田・佐波川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
あ し だ さ ば か わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する芦田・佐波川広域流域は、広島県西部及び山口県東部、
中央部を包括している。本流域では、平成26年8月20日に発生した「平成26年8
月豪雨」により、広島県広島市などで同時多発的に大規模な土石流が発生し根
谷川が氾濫するなど、大きな被害のあった地域である。また、シカなどによる
被害も減少は見られていないほか、松くい虫被害は昭和40年代から、瀬戸内海
沿岸を中心に被害が発生し、北部にまで被害が拡大しているところである。こ
れらのことから、公益的機能の低下が懸念されている。本事業の実施に当たっ
ては、シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造

林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林
か ん

総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的
に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び干害対策など造林者に対
し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域で
は、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機能等

か ん

の発揮が図れるよう、松くい虫被害地を含む奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、ナラ類などの前生樹がある区域は約3割残置し、針広混交林を目指す。
また、シカ被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ９件、事業対象区域面積 ８７ha
（スギ7ha、ヒノキ54ha､広葉樹等区域26ha）

・事業対象都道府県：広島県、山口県
・総事業費： ３２６，１７５ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ４８６，０９８ 千円

総費用（Ｃ） ２５７，３１３ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．８９

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。また、松くい虫被害が拡大している。このような状況の中、当
該地は、水源かん養保安林等のうち松くい虫被害地等の無立木地、散
生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満た
しており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成

か ん

する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.89と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害、シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着
か ん

実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認
められる。
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事前評価個表

整理
番号

29

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 高津川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
た か つ が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する高津川広域流域は、島根県西部及び山口県北部を包括
している。平均気温は13℃～17℃、年間降水量は1,600mm～2,000mm程度となっ
ている。平成25年7月28日の島根県と山口県に大雨が発生し、大きな被害のあっ
た地域である。特に、島根県津和野町では、過去最大の24時間降水量を観測し、
土砂崩れなど大規模な被害が発生した。本流域では、松くい虫被害が依然とし
て発生している。また、シカなどによる被害も減少は見られず、被害は依然と
して高い水準で発生している。このため、本事業の実施にあたっては、シカ害
防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造

林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林
か ん

総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的
に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び干害対策など造林者に対
し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域で
は、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、

か ん

松くい虫被害地を含む奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,500本/ha、ヒノキ2,500本/haの植栽予定としてい

る。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ６件、事業対象区域面積 ８２ha
（スギ2ha、ヒノキ56ha､広葉樹等区域24ha）

・事業対象都道府県：島根県、山口県
・総事業費： ２９７，２５５ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ４９９，７３７ 千円

総費用（Ｃ） ２３４，４９６ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．１３

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等のうち松
くい虫被害地等の無立木地、散生地、粗悪林相地等を対象とするなど
事業採択の必須要件をすべて満たしており、水源涵養など水土保全機

か ん

能の発揮のため早急に森林を造成する必要があることから、事業の必
要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.13と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害、シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着
か ん

実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認
められる。
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事前評価個表

整理
番号

30

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 重信・肱川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
し げ の ぶ ひ じ か わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する重信・肱川広域流域は、香川県一円、愛媛県東部及び
中部地域を包括している。年平均気温は12℃～16℃、年間降水量は1,000mm～2,
000mm程度となっている。本流域に流れる河川は、全体に川幅が狭く、延長も短
く急流で水量の少ない河川がほとんどである。そのため、水事情は厳しく、水
資源の確保が重要な課題となっている。これらを踏まえ、森林に対しては、平
成17年に発生した異常渇水等を教訓に、水資源の確保、災害に強い森づくりが
求められている。
当事業は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い本流域内の民間による造

林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林
か ん

総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的
に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及び干害対策など造林者に対
し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流域で
は、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れるよう、

か ん

奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,400本/ha～2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽

予定としている。なお、ナラ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。
また、シカ被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ４件、事業対象区域面積 ６５ha
（スギ8ha、ヒノキ37ha､広葉樹等区域20ha）

・事業対象都道府県：香川県、愛媛県
・総事業費： ２６４，０４２ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２７９，６５０ 千円

総費用（Ｃ） ２０８，２９４ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．３４

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果1.34と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、ナラ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害、シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着
か ん

実な発揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認
められる。
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事前評価個表

整理
番号

31

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 吉野・仁淀川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
よ し の に よ ど が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する吉野・仁淀川広域流域は、徳島県一円、愛媛県中予山
岳地域及び高知県東部を包括している。平均気温は13℃～17℃、年間降水量は
おおむね2,000mm～2,500mm程度であるが、山間部は3,500mm程度となっている。
高知県の森林面積率84％を筆頭に屈指の森林県となっている。また、徳島県に
おいては、多くの製材工場やプレカット工場、合板工場及びＭＤＦ（中質繊維
板）工場が立地する木材加工県となっている。近年、本流域では渇水被害が頻
発しており平成17年、平成19年には大規模な渇水被害が発生した。土砂災害に
ついても、平成26年の台風11号、12号に伴う豪雨により大規模な被害が発生し
た地域である。これらのことから、木材生産機能だけでなく水源涵養機能や山

か ん

地災害防止機能等の森林の公益的機能の高度発揮が求められている。また、シ
カによる林業被害は年々深刻化しており、本事業の実施に当たっては、シカ害
防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、全般に地形が急峻で温暖多雨な本流域内の民間による造林が困難

な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究
か ん

所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の
造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者
に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流
域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機

か ん

能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,200本/ha～2,400本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽

予定としている。なお、カシ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。
また、シカ被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ６件、事業対象区域面積 ７１ha
（スギ26ha、ヒノキ24ha､広葉樹等区域21ha）

・事業対象都道府県：徳島県、愛媛県、高知県
・総事業費： ２６９，７０２ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ４８７，６０７ 千円

総費用（Ｃ） ２１２，７６４ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．２９

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.29と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、カシ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

32

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 四万十川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
し ま ん と が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する四万十川広域流域は、愛媛県南西部及び高知県西部を
包括している。平均気温は16℃、年間降水量は2,800mm程度となっている。高知
県の森林面積率は84％であり、屈指の森林県となっている。しかし、地勢が厳
しい上に、台風の常襲地域となっているため、集中豪雨等に見舞われやすい気
象条件下にあること等から、山地災害等の未然防止を図る必要がある。また、
イノシシやシカの農林業被害は年々深刻化しており、本事業の実施に当たって
は、シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、温暖で降水量が多く台風の常襲地帯である本流域内の民間による

造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森
か ん

林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画
的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者
に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流
域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機

か ん

能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、カシ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が発生している地域であり、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 １１件、事業対象区域面積 １１６ha
（スギ6ha、ヒノキ75ha､広葉樹等区域35ha）

・事業対象都道府県：高知県
・総事業費： ４２９，２７７ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ７４０，８５９ 千円

総費用（Ｃ） ３３８，６３５ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．１９

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.19と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、カシ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

33

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 遠賀・大野川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
お ん が お お の が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する遠賀・大野川広域流域は、福岡県西部及び大分県東部
を包括している。平均気温は16℃、年間降水量は1,500mm～2,600mm程度と地域
による差が大きい。本流域の森林は、木材の生産をはじめ、山村の振興等にも
寄与している。近年、台風や豪雨等による林地崩壊等の自然災害が多発してお
り、山地災害防止機能等の森林の公益的機能の発揮が求められている。本流域
では、シカによる森林被害の拡大が問題となっており、本事業の実行に当たっ
ては、シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、温暖で降水量が多く台風の常襲地帯である本流域内の民間による

造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森
か ん

林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画
的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者
に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流
域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機

か ん

能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、カシ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 １３件、事業対象区域面積 １１７ha
（スギ70ha、ヒノキ12ha､広葉樹等区域35ha）

・事業対象都道府県：大分県
・総事業費： ４０３，００５ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ６９８，９５６ 千円

総費用（Ｃ） ３１７，９２５ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．２０

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.20と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、カシ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

34

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 筑後川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
ち く ご が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する筑後川広域流域は、福岡県西部、佐賀県一円及び大分
県西部を包括している。平均気温は14℃～16℃、年間降水量は2,200mm～2,800m
程度となっている、本流域は、有数の林業地である日田地方や日田林業の流れ
をくみ「サシスギ」で知られる八女林業地帯を形成する。また、有数の穀倉地
帯である筑紫平野や福岡都市圏の水瓶として重要な役割を担っている。しかし、
近年自然災害が多発しており、「平成24年九州北部豪雨」では大規模な山腹崩壊
などが発生しており、木材生産機能だけでなく水源涵養機能や山地災害防止機

か ん

能等の森林の公益的機能の発揮が求められている。本流域では、シカによる森
林被害の拡大も問題となっており、本事業の実行に当たっては、シカ害防除を
図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、温暖で降水量が多く台風の常襲地帯である本流域内の民間による

造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森
か ん

林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画
的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者
に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流
域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機

か ん

能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、カシ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ６件、事業対象区域面積 ４５ha
（スギ27ha、ヒノキ5ha､広葉樹等区域13ha）

・事業対象都道府県：福岡県、大分県
・総事業費： １５７，４８３ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ２７８，０２９ 千円

総費用（Ｃ） １２４，２３７ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．２４

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.24と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、カシ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

35

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 本明川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
ほ ん み よ う が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する本明川広域流域は、長崎県一円を包括している。年平
均気温は16℃～18℃、年間降水量は1,800mm程度となっている。離島・半島が多
く、面積のうち離島が約4割（森林面積では約5割）を占めている。地形は一部
を除き急峻な地形が多く、河川の延長も短く水量も少ない地域が多い。また、
当該流域は、海と森が密接な関係にあり、海洋環境を良好に保つために、森林
には公益的機能の持続的な発揮を求められている。
当事業は、温暖で台風の常襲地帯である本流域内の民間による造林が困難な

奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森林総合研究所
か ん

と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造
成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林の無立木地において、国立研究開発法人森林

総合研究所が造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、森林整備のた
めの費用負担及び干害対策など造林者に対し事業実行に関する技術指導を行い、
水源林を造成するものである。本流域では、流域内のダム水源や簡易水道水源
等の水源涵養機能や山地災害防止機能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で

か ん

森林整備を行う。
当該対象地域では、ヒノキ3,000本/haの植栽予定としている。なお、カシ類

などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。

・主な事業内容：箇所数 １件、事業対象区域面積 ２ha
（ヒノキ1ha､広葉樹等区域1ha）

・事業対象都道府県：長崎県
・総事業費： ７，２４１ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） １１，５６２ 千円

総費用（Ｃ） ５，７０９ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．０３

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林の無立木地
を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満たしており、水源涵

か ん

養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造成する必要があるこ
とから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.03と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、カシ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: 干害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発揮
か ん

のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められる。
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事前評価個表

整理
番号

36

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 菊池・球磨川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
き く ち く ま が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する菊池・球磨川広域流域は、熊本県一円を包括している。
平均気温は10℃～17℃、年間降水量は1,700mm～3,300mmと地域による差が大き
い。熊本県の素材生産量は全国五指に入るなど全国有数の林業地域となってい
る。また、日本一の製材規模を有する中国木材(株)が平成17年度から佐賀県伊
万里市で創業を開始し、熊本県を含む北九州の各県から木材を集めているとと
もに九州内に更に工場を増やしている。しかし、近年自然災害が多発しており、
「平成24年7年九州北部豪雨」では大規模な山腹崩壊等が発生した。こうのよう
な中、山地災害防止機能等の森林の公益的機能の発揮が求められている。また、
近年では、シカによる森林被害の拡大も問題となっており、本事業の実行に当
たっては、シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、温暖で降水量が多く台風の常襲地帯である本流域内の民間による

造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森
か ん

林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画
的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者
に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流
域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機

か ん

能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、カシ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が発生している地域であり、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ６件、事業対象区域面積 １５０ha
（スギ60ha、ヒノキ45ha､広葉樹等区域45ha）

・事業対象都道府県：熊本県
・総事業費： ５５５，０７７ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ８８８，１５２ 千円

総費用（Ｃ） ４３７，８９１ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．０３

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林の無立木地、
散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべて満
たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林を造

か ん

成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.03と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、カシ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

37

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 大淀川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
お お よ ど が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する大淀川広域流域は、宮崎県一円を包括している。平均
気温は14℃～17℃、年間降水量は2,300mm～2,700mmとなっている。宮崎県はス
ギの素材生産量が平成3年以降23年連続して全国一となるなど有数の林業県であ
る。また、日本一の製材規模を有する中国木材(株)が、同県日向市に製材工場、
集成材工場、乾燥加工工場、バイオマス発電燃料製造施設、バイオマス発電所
を備えた敷地面積約9万坪の工場を平成25年に建設を開始し、ますます林業活性
化の機運が高まっているところである。また、本流域は、台風や豪雨等のよる
自然災害が多い地域であり、木材生産機能だけでなく山地災害防止機能等の森
林の公益的機能の発揮が求められている。本流域では、シカなどの被害も増大
してきていることから、本事業の実行に当たっては、シカ害防除を図りつつ計
画的な造林を図ることが重要となっている。
当事業は、温暖で降水量が多く台風の常襲地帯である本流域内の民間による

造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森
か ん

林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画
的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者
に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流
域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能等の発揮が図れる

か ん

よう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/haの植栽予定としている。なお、カシ類な

どの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ被害が見込まれる地
域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ８件、事業対象区域面積 ６２ha
（スギ43ha、広葉樹等区域19ha）

・事業対象都道府県：宮崎県
・総事業費： ２０９，４７９ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ４０８，９５２ 千円

総費用（Ｃ） １６５，２５０ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．４７

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.47と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、カシ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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事前評価個表

整理
番号

38

事 業 名 水 源 林 造 成 事 業 事業計画期間 Ｈ28～（おおむね80年間）

事業実 施地区名 川内・肝属川広域流域 事業実施主体 国立研究開発法人森林総合研究所
せ ん だ い き も つ き が わ

事業の概要・目的 当該対象地が存在する川内・肝属川広域流域は、鹿児島県一円を包括してい
る。平均気温は16℃～17℃、年間降水量は2,000mm～2,900mmとなっている。県
土の約6割が霧島火山系の火山噴出物であるシラス・ボラなどの特殊土壌となっ
ている。一般的にシラスは軟弱で崩れやすい性質を持ち、台風や豪雨により土
砂災害等が多発している。そのため、本流域では山地災害防止機能等の森林の
公益的機能の発揮が求められている。また、シカによる食害等の増加が顕著で
あり、本事業の実行に当たっては、シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図る
ことが重要となっている。
当事業は、温暖で降水量が多く台風の常襲地帯である本流域内の民間による

造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、国立研究開発法人森
か ん

林総合研究所と地域の関係者が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画
的に森林の造成を行うことを目的としている。
具体的には、水源かん養保安林及び同予定地の無立木地、散生地、粗悪林相

地において、国立研究開発法人森林総合研究所が造林地所有者及び造林者と分
収造林契約を締結し、森林整備のための費用負担及びシカ食害対策など造林者
に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。本流
域では、流域内のダム水源や簡易水道水源等の水源涵養機能や山地災害防止機

か ん

能等の発揮が図れるよう、奥地水源地域で森林整備を行う。
当該対象地域では、スギ2,700本/ha、ヒノキ2,700本/haの植栽予定としてい

る。なお、カシ類などの前生樹等を活かし、針広混交林を目指す。また、シカ
被害が見込まれる地域は、シカ害防除を適切に図っていく。

・主な事業内容：箇所数 ６件、事業対象区域面積 ５６ha
（スギ36ha、ヒノキ3ha､広葉樹等区域17ha）

・事業対象都道府県：鹿児島県
・総事業費： ２０７，２３０ 千円

費用対効果分析 総便益（Ｂ） ３８９，９８５ 千円

総費用（Ｃ） １６３，４７８ 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．３９

水源林造成事業等評
価技術検討会の意見

評 価 結 果 ( 案 ) ・必要性: 奥地水源地域においては、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林
か ん

所有者の自助努力等によっては適正な森林の整備が進まないおそれが
ある。このような状況の中、当該地は、水源かん養保安林等の無立木
地、散生地、粗悪林相地を対象とするなど事業採択の必須要件をすべ
て満たしており、水源涵養など水土保全機能の発揮のため早急に森林

か ん

を造成する必要があることから、事業の必要性が認められる。

・効率性: 費用対効果分析の結果2.39と投下する費用を上回る効果が見込まれ
ている他、カシ類などの前生樹等を活用した針広混交林の造成を目指
すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認
められる。

・有効性: シカ害対策や針広混交林化等水源涵養など水土保全機能の着実な発
か ん

揮のために必要な施業等が計画されており、事業の有効性が認められ
る。
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